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閣僚声明 

 

我々、エネルギーの消費者と生産者の世界最大のグループを代表するG20エネルギー担当大臣は、 持続

可能な開発目標（SDGs）の目標7、パリ協定、及び第28回国連気候変動会議において採択された「第1

回グローバル・ストックテイクの成果」に基づき、気候変動への対応の緊急性に鑑み、各国の事情を考

慮し、安全で持続可能で公正で共有された包摂的成長を可能にする手段として、エネルギー安全保障を

強化するとともに、クリーンで持続可能で公正で低廉で包摂的なエネルギー移行を加速する必要性に留

意し、： 

 

• 誰一人、特に貧困層や脆弱な状況にある人々 を取り残さず、クリーンで持続可能で公正で低廉で

包摂的なエネルギー移行を加速させることをコミットする； 

 

• 世界的なエネルギー移行の資金ギャップを埋めるため、あらゆる財源とチャネルからの投資を促

進し、その規模を拡大する必要性を認識し、特に開発途上国におけるエネルギー移行のための技

術とインフラへの既存投資と追加投資のデリスキング、動員、多様化の緊急性を強調する； 

 

• エネルギー移行のための資金を呼び込むための環境整備において、国内のエネルギー計画、能力

構築、政策戦略、枠組、および政府間協力が重要な役割を担うことを認識する； 

 

• 議長国ブラジルによるエネルギー計画世界連合（GCEP）の設立、及び次期議長国の南アフリカと

協力して 2025年に開催される第 1回エネルギー計画サミットの発表を留意する； 

 

• エネルギー安全保障、市場の安定性、全ての人のための低廉で信頼でき、持続可能で近代的なエ

ネルギーへの普遍的アクセスを確保しつつ、エネルギー移行において特に開発途上国が最も深刻

に直面しているような現在の世界的なエネルギー状況に存在する不平等と課題を認識する； 

 

• クリーン・クッキング・プロジェクトの年間投資額を増加させ、その低廉性を支援するため、実

現可能な政策の策定と実施、開発途上国に対するあらゆるソースからの財政的及び技術的支援の

提供と動員を含め、2030 年までにクリーン・クッキングへの普遍的アクセスを達成するための努

力を加速させることにコミットする； 

 

• 自主的な「公正かつ包括的なエネルギー移行のための原則」を支持し、各国の状況に沿ってエネ

ルギー移行を追求するための政策を検討、実施するにあたり、同原則を考慮する； 

 

• 開かれた、公正で、競争的で、非差別的かつ自由な国際エネルギー市場を促進しつつ、持続可能

な開発と気候変動の目標に沿って、拡大するエネルギー需要を満たすための包括的な投資等を含

めて、強化されたエネルギー安全保障及び市場の安定への道を探る、多角的な供給源、供給者及

びルートからのエネルギーの途絶ない流れを維持することの重要性を強調する； 

 

• 排出削減及び除去、炭素管理及び排出削減等を目的とした、様々な持続可能燃料及び技術を開発

及び導入するための技術中立的で統合的かつ包摂的なアプローチが、特に排出削減困難なセクタ

ーにおいて、エネルギー移行を加速させるための規模とグローバルな市場を創出する上で、極め

て重要な役割を果たすことを強調する； 



 

• 方法論と基準の開発に携わる国際機関に対し、各国の事情に即して、状況に応じたライフサイク

ル評価の原則に基づき、相互承認され、相互運用可能で、透明性があり、比較及び検証可能な基

準および認証方法論を用いた、持続可能燃料の GHG排出量を評価するための方法論的アプローチ

の一貫性を高め、ステークホルダーの関与を強化し、持続可能燃料の拡張性、低廉な価格、公正

な競争、迅速な普及に貢献するため、IPCC の科学的・技術的情報や各国の事情を考慮し、協力す

ることを奨励する； 

 

• 持続可能な開発目標の達成や、今世紀半ば頃までのGHG排出量のネット・ゼロ又はカーボンニ

ュートラルの達成に貢献するために、多様な道筋を通じてエネルギー移行を進めることが緊急に

必要であると認識する。途上国の低炭素及び低排出への移行を支援する必要があることを認識し、

途上国に対する低コストなファイナンスの促進に向けて取り組む； 

 

• 2030年までに、各国の状況に沿って、既存の目標や政策を通じて再生可能エネルギー容量を3倍

にし、エネルギー効率改善率を世界平均で年率2倍にする努力の実施を支持し、排出削減対策技

術及び除去技術を含む他のゼロ及び低排出技術に関しても同様にその実施を支援する。再生可能

エネルギー容量を3倍にする努力については、各国の状況に沿って、需要管理、柔軟性、改修、

系統インフラのバックアップやバランシング能力の拡張と近代化を含む、系統の柔軟性と安定性

を強化するための様々なアプローチを採用する必要性を認識する。蓄電池や揚水発電を含む、エ

ネルギー貯蔵技術の導入規模を加速することの重要性を強調する。第一の燃料として、省エネル

ギー及びエネルギー節減に取り組む。G20メンバーに対して、世界全体のエネルギー移行にとっ

て望ましい国際的な環境作りを主導するよう求める； 

 

• 民生用原子力エネルギーの安全かつ平和的利用を選択する国は、その国内状況を踏まえ、GHG

排出削減への貢献、SDGsの目標7の達成、エネルギー安全保障の確保における役割を再確認する

ことに留意する； 

 

• エネルギー移行に必要なソリューションの開発、展開、商業化を加速するための研究・開発・実

証（RD&D）を含む、イノベーションに対する持続的な資金提供と国際協力の横断的な重要性を

強調する； 

 

• 特定の鉱物、原材料、部品、製品及び技術がエネルギー移行に不可欠であり、世界市場が透明性

及び持続可能性を基盤とし、信頼性が高く、多角的で持続可能かつ責任あるサプライチェーン及

びバリューチェーンを促進しつつ、地域での付加価値の創出や原産地での利益享受を含むグロー

バルな機会を提供するものでなければならないことを認識し、「エネルギー移行重要鉱物に関す

る国連事務総長パネル」の下に招集された専門家の作業に留意する； 

 

• 10月 3日に開催された第 15回クリーンエネルギー大臣会合および第 9回ミッション・イノベーシ

ョン大臣会合の合同会議が、G20 メンバー間の協力を強化し、エネルギー移行に向けた共通目標

の実施を加速する上で大きく貢献することに留意する。 


